
新型コロナ感染拡大時の対応・不正利用対応実績

（加盟店の自己換金）

　食事券の購入履歴データを管理し、購入者の氏名や電話番号を基に、不正利用の監視を行いました。その中で、換金

請求に対してすでに支払ってはいましたが、店関係者が購入した食事券を自店舗で換金請求していた３店舗を発見。

2021年1月から2月にかけて、不正の実態を調査し、自己換金していた部分にかかる給付金を正規の換金額から相殺す

る形で給付金を返還させ、3店舗の加盟店登録を取り消しました。

（食事券の転売防止）

　消費者による食事券の転売を防ぐために、フリマサイトの出品状況を定期的に確認しました。2021年1月4日には、大

手フリマサイト「メルカリ」にとっとりGoToEatの食事券が出品されているのを見つけ、メルカリにその旨を通報し、出品

を削除。個人間売買を防ぎました。

　加盟店での新型コロナウイルス感染症の発生の有無を常時確認しました。2021年1月23日には、加盟店1店舗で、

GoToEatの食事券を使っていない客から店関係者への感染が発生しましたが、1月25日に農林水産省様やＥＹ様に

報告するなどの対処をしました。2月に店関係者の治療が終わった際には、改めて感染防止対策の徹底を指導し、そ

の後、当該店舗は3月に営業を再開しました。再開後の当該店舗を含め、以後は加盟店での感染を防止できました。

　加盟飲食店には一斉メールや公式サイトでの情報発信のほか、重要事項に関しては文書を郵送して周知を図りま

した。「券種の誤認」「換金時の注意事項」「新型コロナ拡大時の感染対策」「販売・利用期間延長」などを紙文書送付

し、高齢の店主などにも伝達できるようにし、未然にトラブルを防ぎました。

不正防止対策

加盟店での新型コロナウイルス感染症発生時の対応

新型コロナ感染拡大時、期間延長時・などで加盟店へ文書郵送

新型コロナウイルス感染予防対策に関する
警告文書（2020 年 12 月送付）

島根県GotoEat 券との誤認注意喚起
（2020 年 11 月送付）

食事券利用・販売期間延長について
（2021 年 1月送付）
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その他①

2021/8/21　日本海新聞掲載　「まもなく利用期間終了」

2021/9/15　日本海新聞掲載　「追加換金日設定」

　2021年8月31日の食事券利用期間終了直前には、新聞広告で告知を行い、消費者に周知を図りました。また加盟
店には同様に最終換金日程を示し、換金漏れが発生しないよう努めました。

　最終換金日程を過ぎても、未換金食事券が多数発生したため、2021年9月17日締切で急遽、追加換金日を設け対
応しました。換金漏れができるだけ発生しないよう努めました。

利用期間終了時に消費者へ告知

換金日程を追加して救済換金を実施
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　飲食店からの声と鳥取県の要望に応え、2021年3月から換金日を月2回から月3回に増やしました。これにより加盟

飲食店への振込サイクルが短縮、厳しい状況下にある飲食店の状況改善につなげました。

　「加盟店募集」「キャンペーン開始」「利用期間延長」など、広く周知が必要な案件については、メディアに積極的にプ

レスリリースを行いました。その結果テレビの情報番組や報道番組に取り上げられ、キャンペーンの訴求に繋がりま

した。

　県内飲食店を利用した方を対象に、鳥取県の特産品や宿泊券が抽選で当たる「鳥取県　泊まって、食べて、満喫プ

レゼントキャンペーン」事業の運営に利用することで、鳥取県と協議中です。「Go to Eatキャンペーン」と同じく、新型コ

ロナで疲弊している鳥取県内の飲食店と生産者、宿泊事業者を応援することを目的とした事業で、県内での消費喚起

を図っていきます。

※未換金枚数（29,079枚×800円）

飲食店の要望に応え、換金を月 2回から 3回へ

期間延長などを積極的にプレスリリース

未換金の余剰金の使途について

　2021年6～7月の食事券販売延長及び2021年7～８月の食事券利用期間延長は、鳥取県の要請によって延長した

ものであり、原則的に「食事券販売延長期間」である2021年6月～7月の2ヶ月間に発生した経費を鳥取県が負担する

ものとしました。（※但しローソン券販売手数料は国負担）

鳥取県の負担金額は右の通りとなります。

鳥取県との費用分担について

その他②

35,585,155 円（税込）

23,263,200 円（税込）

加盟店募集時のプレスリリース キャンペーン開始時のプレスリリース 食事券利用・販売期間延長時のプレスリリース
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期間延長などを積極的にプレスリリース

未換金の余剰金の利用について

所感

　鳥取県では「地域の飲食店と全国の生産者を元気に！」をテーマに、2020年11月～
2021年8月の期間（食事券販売・利用期間）Go To Eat事業に取り組んだ。この期間新型
コロナウイルスの感染拡大もあったが、鳥取県内では緊急事態宣言やまんえん防止
等重点措置による販売休止や利用自粛を実施することなく、約43万セット（食事券の
額面ベースで43億円）を販売（人口55万人の全国最小県）。50万セット完売に近づくと
ころまで販売し、一定の成果を上げることができたと考えている。

　同事業に関しては開始前から経済界や飲食店事業者、自治体の期待度は非常に高
かった。県はイート事業に連動した観光や飲食の施策も実施しており、この事業が核
になり需要喚起が図られた。消費者からも概ね好評であったが、鳥取県の場合は
「1000円券」であったため「昼食に使いにくい。500円券を」という要望はあった。

　換金頻度についても飲食店からの苦情が多く、鳥取県では月2回の換金日を2021
年3月から3回に増やし、使用から最大35日以内に現金化できるよう改善した。

　地元企業である新日本海新聞社が代表社であり「地域に根差した運営をしてもらっ
た」と各方面から評価をいただいた。県内3拠点で加盟店・販売窓口の責任者を置き、
地域ごとに対応できる体制を取れたことは大きく、大きな混乱もなく円滑な運営がで
きたと考えている。また利用期間延長やコロナが急速に拡大したときなど、情報発信
や感染防止の啓発は地元メディアを駆使して迅速に行えた。

　コロナ禍での事業でありスピード感や臨機応変さが求められるのは承知していた
が、度重なる期間延長や追加発行券の実施基準の方針転換があり困惑したのは事
実。加盟店審査の際の「標準産業分類76中分類」は事業者へ説明しても納得してもら
えないことがあり苦労した。また一般管理費の考え方や委託費の概算払いの期日変更
など、農水省からGo To Eat事務局に当初と違う基準で示されることもあり、改善の余
地があったのではないかと思っている。

　大都市圏では店舗での飲食自体が悪者になっていた感があったが、比較的感染が
穏やかだった鳥取県では、同キャンペーンで一息つけた事業者は多く、効果的な施策
だったように思う。
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